
（市民対象）

活動分野

(1) 市民を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 市民を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 市民を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(1) 市民を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 市民を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 市民を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(4) 運動施設を地域へ開放する等、市民の健康づくりを支援している。

(1) 市民を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 市民を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 市民を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(1) 市民を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 市民を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 市民を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(1) 市民を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 市民を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 市民を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(1) 市民を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 市民を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 市民を対象に、相談窓口や相談体制がある。

その他

(1) 市民を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 市民を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 市民を対象に、相談窓口や相談体制がある。

共通 (1) 市民を対象に、健康チェック機器(体重計・血圧計・体脂肪計・脈拍計等)の貸出等を無料で行っている。

アルコール／循環器疾患／糖尿

病／COPD（慢性閉塞性肺疾

患）／ロコモティブシンドローム

（運動器症候群）／骨粗しょう

症／睡眠

たばこ

歯の健康

がん

すこやかパートナー登録基準

　すこやかパートナー規約第３条の「健康づくりに関する活動」にかかる取扱いを下表のとおり定める。

健康づくりに関する活動

栄養・食生活

身体活動・運動

休養・こころの健康

　ただし、下表に示す活動は毎年開催など継続的に行うものとする。



（従業員等対象）

活動分野

(1) 従業員等を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 従業員等を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 従業員等を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(1) 従業員等を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 従業員等を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 従業員等を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(4) 従業員等が運動できる時間的な配慮や設備を支援している。

(1) 従業員等を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 従業員等を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 従業員等を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(1) 従業員等を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 従業員等を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 従業員等を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(1) 従業員等を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 従業員等を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 従業員等を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(4) 従業員が、歯科に関する健（検）診を受診できる時間的な配慮や受診費用の補助を行っている。

(1) 従業員等を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 従業員等を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 従業員等を対象に、相談窓口や相談体制がある。

(4) 従業員が、がん検診を受診できる時間的な配慮や受診費用の補助を行っている。

その他

(1) 従業員等を対象に、講演会、講習会、研修会、イベント等を開催している。

(2) 従業員等を対象に、啓発媒体の配布やメールマガジンの配信等周知啓発を行っている。

(3) 従業員等を対象に、相談窓口や相談体制がある。

共通 (1) 従業員等を対象に、健康チェック機器(体重計・血圧計・体脂肪計・脈拍計等)の貸出等を無料で行っている。

アルコール／循環器疾患／糖尿

病／COPD（慢性閉塞性肺疾

患）／ロコモティブシンドローム

（運動器症候群）／骨粗しょう

症／睡眠

たばこ

歯の健康

がん

すこやかパートナー登録基準

　すこやかパートナー規約第３条の「健康づくりに関する活動」にかかる取扱いを下表のとおり定める。

健康づくりに関する活動

栄養・食生活

身体活動・運動

休養・こころの健康

　ただし、下表に示す活動は毎年開催など継続的に行うものとする。


